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規 則 

 

滋賀県流域治水の推進に関する条例施行規則をここに公布する。 

平成26年３月31日 

 滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子 

滋賀県規則第30号 

滋賀県流域治水の推進に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、滋賀県流域治水の推進に関する条例（平成26年滋賀県条例第55号。以下「条例」という。）の

施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、建築基準法（昭和25年法律第201号）、建築基準法施行令（昭和25年政令

第338号）および条例において使用する用語の例による。 

（想定浸水深の公表） 

第３条 条例第８条第３項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定による想定浸水深の公表は、次に掲

げる想定浸水深について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

(1) 10年につき１回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深 

(2) 100年につき１回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深 

(3) 200年につき１回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深 

（浸水警戒区域の指定をしようとする旨の公告）  

第４条 条例第13条第３項の規定による公告は、次に掲げる事項を滋賀県公報に登載して行うものとする。  

(1) 浸水警戒区域の指定をしようとする旨 

(2) 浸水警戒区域の指定をしようとする土地の区域 

(3) 浸水警戒区域の指定をしようとする土地の区域における想定水位 

(4) 浸水警戒区域の指定の案の縦覧の場所および縦覧の期間 

２ 前項第２号の区域は、次の各号のいずれかに掲げるところにより明示するものとする。  

(1) 市町、大字、字、小字および地番 

(2) 平面図  

（浸水警戒区域の指定の告示）  

第５条 条例第13条第６項の規定による告示は、次に掲げる事項を滋賀県公報に登載して行うものとする。 

(1) 浸水警戒区域の指定をする旨  

(2) 浸水警戒区域 

(3) 浸水警戒区域における想定水位 

２ 前項第２号の浸水警戒区域は、次の各号のいずれかに掲げるところにより明示するものとする。 

(1) 市町、大字、字、小字および地番 

(2) 平面図 

（浸水警戒区域の変更および指定の解除） 

第６条 前２条の規定は、浸水警戒区域の変更および指定の解除について準用する。 
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（社会福祉施設等） 

第７条 条例第14条第１項に規定する規則で定める社会福祉施設、学校または医療施設は、次に掲げるものとする。 

(1) 老人福祉施設（老人介護支援センターを除く。）、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用

に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉

サービス事業（生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援または共同生活援助を行う事業に

限る。）の用に供する施設、保護施設（医療保護施設および宿所提供施設を除く。）、児童福祉施設（母子生活

支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センターを除く。）、障害児通所支援事業（児

童発達支援または放課後等デイサービスを行う事業に限る。）の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供

する施設、一時預かり事業の用に供する施設、母子健康センター（妊婦、産婦またはじょく婦の収容施設がある

ものに限る。）その他これらに類する施設 

(2) 幼稚園および特別支援学校 

(3) 病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る。）および助産所（妊婦、産婦またはじょく婦の収容施設が

あるものに限る。） 

（申請書に記載する事項） 

第８条 条例第14条第３項第６号（条例第17条第３項において準用する場合を含む。）の規則で定める事項は、次に

掲げるものとする。  

(1) 建築主の氏名および住所（法人にあっては、法人の名称および所在地ならびに代表者の氏名） 

(2) 設計者、工事監理者および工事施工者の氏名または名称および連絡先 

(3) 建築物の敷地面積 

(4) 地盤面の高さ（地盤面をかさ上げしようとする場合におけるかさ上げ後の地盤面の高さを含む。第10条第１項、

第11条第１項および第13条において同じ。） 

(5) 建築物の階数 

(6) 建築物の想定水位以上にある居室の床面または避難上有効な屋上の高さ 

(7) 建築物の想定水位以上にある居室の床面積または避難上有効な屋上の面積 

(8) 条例第15条第１項第２号または第２項第２号の規定に適合するものとして条例第14条第１項の許可を受けよう

とする場合にあっては、同一敷地内の他の建築物に係る同条第３項第２号から第４号までおよび前３号に規定す

る事項 

(9) 条例第15条第１項第３号の規定に適合するものとして条例第14条第１項の許可を受けようとする場合にあって

は、避難場所の名称および所在地ならびに地盤面の高さ 

(10) その他知事が必要と認める事項 

（許可の申請書） 

第９条 条例第14条第１項または第17条第１項（建築基準法第87条第２項の規定によりこれらの規定が準用される場

合を含む。）の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書（別記様式第１号）の正本および副本に、それ

ぞれ次条に規定する図書を添えて知事に提出しなければならない。 

（許可の申請書の添付図書） 

第10条 条例第14条第３項（条例第17条第３項において準用する場合を含む。）の規則で定める図書は、次の表に掲

げる図書（条例第15条第１項第２号または第２項第２号の規定に適合するものとして条例第14条第１項の許可を受

けようとする場合における同一敷地内の他の建築物に係る次の表に掲げる図書（各階平面図、二面以上の立面図お

よび二面以上の断面図に限る。）を含む。）とする。 

図書の種類 明  示  す  べ  き  事  項 

付 近 見 取 図  

方位、道路および目標となる地物 

条例第15条第１項第３号の規定に適合するものとして条例第14条第１項の許可を受けよ 

うとする場合にあっては、避難場所の位置ならびに避難場所までの避難経路および避難 

距離 

配 置 図 

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築 

物と他の建築物との別、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ、建築物が接する地 

盤面の高さならびに想定水位 

 

各 階 平 面 図  

縮尺、方位、間取、各室の用途および床面積（避難上有効な屋上の面積を含む。）なら 

びに主要構造部（壁、柱およびはりのうち、構造耐力上主要な部分に限る。以下同じ。） 

 である部材の位置および寸法 
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二面以上の立面図 縮尺および開口部の位置 

二面以上の断面図 
縮尺、床面（避難上有効な屋上を含む。）の高さ、建築物の各部分の高さ、地盤面の高 

さ、想定水位ならびに主要構造部である部材の位置および寸法 

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。 

（認定の申請書） 

第11条 条例第14条第１項第４号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書（別記様式第２号）の正本お

よび副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。 

図書の種類 明  示  す  べ  き  事  項 

付 近 見 取 図  方位、道路および目標となる地物 

配 置 図 

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、申請に係る建築 

物と他の建築物との別、擁壁、土地の高低、建築物の各部分の高さ、建築物が接する地 

盤面の高さならびに想定水位 

各 階 平 面 図  
縮尺、方位、間取、各室の用途および床面積ならびに主要構造部である部材の位置およ 

び寸法 

二面以上の立面図 縮尺および開口部の位置 

二面以上の断面図 
縮尺、床面（屋上を含む。）の高さ、建築物の各部分の高さ、地盤面の高さ、想定水位 

ならびに主要構造部である部材の位置および寸法 

２ 知事は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。 

 （適用除外認定書） 

第12条 知事は、条例第14条第１項第４号の規定による認定をしたときは、適用除外認定書（別記様式第３号）を前

条第１項の認定申請書の副本およびその添付図書を添えて、交付するものとする。 

（高さの算定および表記の方法） 

第13条 第９条から第11条までに規定する申請書および図書に記載する建築物の地盤面の高さおよび床面（屋上を含

む。）の高さならびに想定水位は、浸水警戒区域に知事が設置する基準点を基準として算定し、東京湾平均海面か

らの高さにより表記するものとする。 

 （規則で定める居室） 

第14条 条例第15条第２項第１号（条例第17条第３項において準用する場合を含む。）の規則で定める居室は、次の

各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室（当該建築物に当該建築物の利用が想定される者の避難上

有効なものとして知事が認めた他の居室がある場合における当該他の居室を含む。）であって、当該建築物の利用

が想定される者の人数を勘案して知事が適当と認めたものとする。 

(1) 第７条第１号に掲げる用途（次号に掲げるものを除く。） 寝室（入所する者の使用するものに限る。） 

(2) 第７条第１号に掲げる用途（通所のみにより利用されるものに限る。） 当該用途の建築物の居室のうちこれ

らに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるも

の 

(3) 第７条第２号に掲げる用途 教室 

(4) 第７条第３号に掲げる用途 病室その他これらに類する居室 

（許可証） 

第15条 条例第16条第２項（条例第17条第３項において準用する場合を含む。）の規定による許可証の交付は、浸水

警戒区域建築（変更）許可証（別記様式第４号）に第９条の申請書の副本およびその添付図書を添えて行うものと

する。 

（軽微な変更） 

第16条 条例第17条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更であって、変更後も建築物

の計画が条例第15条の規定に適合することが明らかなものとする。  

(1) 建築主の氏名または住所（法人にあっては、法人の名称もしくは所在地または代表者の氏名） 

(2) 設計者、工事監理者または工事施工者の氏名もしくは名称および連絡先（条例第14条第１項の許可の申請をし

た後にこれらの者を選定した場合における工事監理者および工事施工者を含む。） 

(3) 建築物の敷地面積 

(4) 建築物の階数（階数が増加する場合に限る。） 

(5) 建築物の想定水位以上にある居室の床面または避難上有効な屋上の高さ（変更後の高さが変更前の高さを超え

る場合に限る。） 
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(6) 建築物の想定水位以上にある居室の床面積または避難上有効な屋上の面積（変更後の床面積または面積が変更

前の床面積または面積を超える場合に限る。） 

(7) 建築物の用途（建築基準法施行令第137条の17で指定する類似の用途相互間の変更に限る。） 

(8) 条例第15条第１項第２号または第２項第２号の規定に適合するものとして条例第14条第１項の許可を受けた場

合にあっては、同一敷地内の他の建築物に係る第４号から前号までに掲げる事項 

(9) その他知事が認めた事項 

（非該当用途変更届等） 

第17条 条例第17条第２項の規定による届出は、変更後の建築物が住居の用に供する建築物または社会福祉施設等の

用途に供する建築物以外のものとなった場合にあっては非該当用途変更届（別記様式第５号）により、前条に規定

する軽微な変更をした場合にあっては軽微変更届（別記様式第６号）により行うものとする。 

（指定工程完了届） 

第18条 条例第19条第１項の規定による届出は、指定工程完了届（別記様式第７号）により行うものとする。 

（工程調査適合証） 

第19条 条例第19条第２項の工程調査適合証は、別記様式第８号とする。 

（工事廃止届） 

第20条 条例第20条の規定による届出は、工事廃止届（別記様式第９号）により行うものとする。 

（身分証明書） 

第21条 条例第23条第１項の証明書は、身分証明書（別記様式第10号）とする。 

（規則で定める施設） 

第22条 条例第25条第１項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。 

(1) 道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路その他の道路 

(2) 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道および軌道法（大正10年法律第76号）による軌道 

（審議会の会長） 

第23条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第24条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、審議会の議長となる。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（部会） 

第25条 条例第36条第６項の規定により部会が置かれた場合における部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

２ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。 

３ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。 

４ 部会長は、特別の事項に関する調査審議が終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会

長に報告しなければならない。 

５ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

６ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項および第２項中「会長」とあるのは、「部

会長」と読み替えるものとする。 

（関係者の出席） 

第26条 会長および部会長は、審議会および部会の議事に関して必要があるときは、関係者の出席を求めて、その説

明を受け、または意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第27条 審議会の庶務は、土木交通部流域政策局において処理する。 

（雑則） 

第28条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

（委任） 

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

付 則 
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第４条から第21条までの規定は、条例付則第１項第２号に規定する

規定の施行の日から施行する。 
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別 記 

様式第１号（第９条関係） 

許 可 申 請 書               正 副 

（第１面） 

滋賀県流域治水の推進に関する条例第14条第１項 

滋賀県流域治水の推進に関する条例第17条第１項 

建築基準法第 87条第２項の規定により準用される滋賀県流域治水の推進に関する条例第14条第１項 

建築基準法第 87条第２項の規定により準用される滋賀県流域治水の推進に関する条例第17条第１項 

規定による許可を申請します。 

年  月  日  

（宛先） 

滋賀県知事  

申請者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては、名称および代表者の氏名） 

○印 E A  

許 可 該 当 条 項 

□【第14条第１項（建築基準法第87条第２項の規定により準用される場合を含む。）の規

定による許可申請の場合】 

□(1) 第15条第１項第１号ア 

かさ上げ後の地盤面と想定水位の高低差 （        ｍ） 

□(2) 第15条第１項第１号イ 

想定水位下の主要構造部の構造 

（                                ） 

□(3) 第15条第１項第２号 

□(4) 第15条第１項第３号 

避難場所の名称および所在地 

 

 

□(5) 第15条第１項第４号 

□(6) 第15条第２項第１号ア 

かさ上げ後の地盤面と想定水位の高低差 （        ｍ） 

□(7) 第15条第２項第１号イ 

想定水位下の主要構造部の構造 

（                                ） 

□(8) 第15条第２項第２号 

□(9) 第15条第２項第３号 

□【第17条第１項（建築基準法第87条第２項の規定により準用される場合を含む。）の規

定による変更許可申請の場合】 

許可番号   （         第       号） 

許可年月日  （       年    月    日） 

変更の概要 

 

 

 

注１ 不要の文字は、抹消してください。 

２ 許可該当条項の欄は、該当する条項の□にレ印を記入し、（ ）にその内容を記入してください。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 

４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。 

の 
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（第２面） 

建築主等の概要 

１ 建 築 主 

氏     名  

住     所  

電 話 番 号  

２ 代 理 者 

資     格 建築士      登録第        号 

氏     名  

建築士事務所名 
建築士事務所    知事登録第       号 

 

所  在  地  

電 話 番 号  

３ 設 計 者 

資     格 建築士      登録第        号 

氏     名  

建築士事務所名 
建築士事務所    知事登録第       号 

 

所  在  地  

電 話 番 号  

４ 工 事 監 理 者 

資     格 建築士      登録第        号 

氏     名  

建築士事務所名 
建築士事務所    知事登録第       号 

 

所  在  地  

電 話 番 号  

５ 工 事 施 工 者 

氏     名  

営 業 所 名 
建設業の許可       第       号 

 

所  在  地  

電 話 番 号  

６ 備     考 

 

 

 

注１ ２欄は、建築主からの委任を受けて代理者が申請を行う場合に記入してください。併せて、委任状を提示

するとともに、その写しを添付してください。 

２ ２欄、３欄、４欄および５欄は、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者が建築士事務所に属している

ときは、その名称を記入し、建築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者、設計者、工事

監理者の住所を記入してください。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 

  



8 平成 26年（2014年）3月 31 日 滋  賀  県  公  報 号外(7) 

（第３面） 

建築物およびその敷地に関する事項 

１ 地  名  地  番  

２ 住  居  表  示  

３ 都市計画区域の内外 

の別 
□都市計画区域内   □都市計画区域外 

４ 敷  地  面  積                 ㎡ 

５ 主  要  用  途                

６ 工  事  種  別 □新築  □増築  □改築  □用途変更 

 申 請 部 分 申請以外の部分 合     計 

７ 建  築  面  積          ㎡         ㎡         ㎡ 

８ 延  べ  面  積          ㎡         ㎡         ㎡ 

９ 建  築  物  の  数 

申請に係る建築物の数  

同一敷地内の他の建築物 

の数 
 

10 敷地の想定水位等 

敷 地 の 地 盤 面 の 高 さ                 ｍ 

想 定 水 位                 ｍ 

地盤をかさ上げする場合 

におけるかさ上げ後の地 

盤面の高さ 

                ｍ 

  申請に係る建築物 他 の 建 築 物  

11 建 築 物 の 階 数 等 

階 数 
地上     階 

地下     階 

地上     階 

地下     階 

構 造        造  一部       造 

想定水位以上にある居室 

の床面の高さ 
         ｍ        ｍ 

避難上有効な屋上の高さ      ｍ      ｍ 

12 工事着手予定年月日        年     月     日 

13 工事完了予定年月日        年     月     日 

14 社会福祉施設等の用 

途に供する建築物にあ 

っては、同一敷地内の 

全ての建築物に係る利 

用者の数の合計 

             人 

15 その他必要な事項 
 

 

16 備       考 
 

 

注１ ２欄は、住居表示が定まっているときに記入してください。 

２ ３欄および６欄は、該当する□にレ印を記入してください。 

３ ９欄の建築物の数は、延べ面積が10平方メートルを超えるものについて記入してください。 

４ 11欄の避難上有効な屋上の高さの欄は、避難上有効な屋上がある場合に記入してください。 

５ 10欄および11欄に記載する地盤面の高さ、想定水位および高さについては、東京湾平均海面からの高さによ

り表記してください。 

６ 14欄は、条例第15条第２項各号の規定に適合するものとして条例第14条第１項の許可を受けようとする場合

に、当該社会福祉施設等の用途に供する建築物の同一敷地内の全ての建築物（許可を受けようとする建築物を

含む。）について、想定される利用者の数の合計を記入してください。 

７ 計画の変更の許可を申請する場合は、16欄に第３面に係る部分の変更の概要を記入してください。 

８ 建築基準法第87条第２項の規定により準用される条例第14条第１項または第17条第１項の規定による許可

を申請する場合は、５欄に変更後の用途を、16欄に変更前の用途を、それぞれ記入してください。 

９ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 
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（第４面） 

建築物別概要 

１ 番      号  

２ 用      途  

３ 工  事  種  別 □新築  □増築  □改築  □用途変更 □既存建築物 

４ 構      造          造   一部        造 

５ 階      数 
地 階 を 除 く 階 数          階 

地 階 の 階 数          階 

 階  の  別 申  請  部  分 
うち想定水位以上にある

居室の床面積 

６ 床   面   積 

         階          ㎡          ㎡ 

         階          ㎡          ㎡ 

         階          ㎡          ㎡ 

         階          ㎡          ㎡ 

         階          ㎡          ㎡ 

合      計          ㎡          ㎡ 

７ 避難上有効な屋上 

の面積および高さ 

屋 上 の 面 積              ㎡ 

屋 上 の 高 さ          ｍ 

８ 社会福祉施設等の 

用途に供する建築物 

にあっては、当該建 

築物に係る利用者の 

数 

             人 

９ その他必要な事項 

 

 

 

10 備      考 

 

 

 

注１ この書類は、許可の申請をする建築物ごとに作成し、条例第15条第１項第２号または第２項第２号の規定に

適合するものとして許可を受けようとする場合には、同一敷地内の他の建築物についても作成してください。 

２ １欄は、建築物の数が１のときは「１」と記入し、建築物の数が２以上のときは、申請建築物ごとに通し番

号を付し、その番号を記入してください。 

３ ２欄は、用途をできるだけ具体的に記入してください。 

４ ３欄は、該当する□にレ印を記入してください。 

５ ３欄の既存建築物の欄の□には、条例第15条第１項第２号または第２項第２号の規定に適合するものとして

許可を受けようとする場合における同一敷地内の他の建築物であるときに限り、レ印を記入してください。 

６ ６欄は、最上階から順に記入してください。 

７ ７欄は、避難上有効な屋上がある場合に記入してください。 

８ ７欄に記載する屋上の高さについては、東京湾平均海面からの高さにより表記してください。 

９ ８欄は、条例第15条第２項各号の規定に適合するものとして条例第14条第１項の許可を受けようとする場合

に、当該社会福祉施設等の用途に供する建築物について、想定される利用者の数を記入してください。 

10 計画の変更の許可を申請する場合は、10欄に第４面に係る部分の変更の概要を記入してください。 

11 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 
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（第５面） 

建築物の階別概要 

１ 番 号  

２  階               階  

３ 階 の 高 さ         ｍ 

４ 構 造         造    一部       造 

 具 体 的 な 用 途 の 名 称 床 面 積 床 面 の 高 さ 

５ 用 途 別 床 面 積 

          ㎡      ｍ 

          ㎡      ｍ 

          ㎡      ｍ 

          ㎡      ｍ 

          ㎡      ｍ 

          ㎡      ｍ 

６ その他必要な事項 

 

 

 

７ 備 考 

 

 

 

注１ この書類に記載すべき事項を別紙に明示して添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。 

２ この書類は、許可の申請をする建築物ごとの階のうち、想定水位以上にある階の階ごとに作成し、条例第15条

第１項第２号または第２項第２号の規定に適合するものとして許可を受けようとする場合には、同一敷地内の

他の建築物に係る階のうち、想定水位以上にある階の階ごとについても作成してください。 

３ ５欄は、用途をできるだけ具体的に記入し、それぞれの用途に供する部分の床面積および床面の高さを記入

してください。 

４ ３欄および５欄に記載する高さについては、東京湾平均海面からの高さにより表記してください。 

５ 計画の変更の許可を申請する場合は、７欄に第５面に係る部分の変更の概要を記入してください。 

６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 
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（第６面） 

避難場所の概要 

１ 名 称  

２ 所 在 地  

３ 避 難 距 離               ｍ 

４ 避難場所の管理者 

氏 名  

住 所  

電 話 番 号  

５ 避難場所の敷地の 

想定水位等 

敷 地 の 地 盤 面 の 高 さ         ｍ 

想 定 水 位         ｍ 

６ 避難場所とする建 

築物または工作物の 

階数等 

階 数 
地上      階 

地下      階 

構 造        造  一部        造 

想定水位以上にある居室 

等の床面の高さおよび床 

面積 

床 面 の 高 さ      ｍ 

床 面 積         ㎡ 

避難上有効な屋上の高さ 

および面積 

屋 上 の 高 さ      ｍ 

面 積         ㎡ 

７ 避難場所の管理状 

況等 
 

８ 地域防災計画等に 

おける位置付け 

計 画 等 の 名 称  

掲 載 ペ ー ジ               ページ 

記載されている避難場所 

の名称 
 

９ その他必要な事項 

 

 

 

10 備 考 

 

 

 

注１ この書類は、条例第15条第１項第３号の規定に適合するものとして許可を受けようとする場合に作成してく

ださい。 

２ ３欄は、許可の申請をする建築物から避難場所まで徒歩で避難が可能な経路の総距離を記入してください。 

３ ６欄の避難上有効な屋上の高さおよび面積の欄は、避難場所とする建築物等に屋上がある場合に記入してく

ださい。 

４ ５欄および６欄に記載する地盤面の高さ、想定水位および高さについては、東京湾平均海面からの高さによ

り表記してください。 

５ ８欄の計画等の名称の欄は、許可の申請に係る避難場所が位置付けられている市町地域防災計画、水害に強

い地域づくり計画等の名称を記入してください。 

６ ９欄は、避難場所としての管理の状況および避難場所としての利用に関する取決めがある場合には、当該取

決めの名称を記入し、併せて、当該取決めの写しを添付してください。 

７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 
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様式第２号（第11条関係） 

 

認 定 申 請 書              正 副 

（第１面） 

 

 滋賀県流域治水の推進に関する条例第14条第１項第４号の規定による認定を申請します。 

 

       年  月  日 

（宛先） 

  滋賀県知事  

申請者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名（法人にあっては、名称および代表者の氏名） 

             ○印  

 

適用除外の認定を受 

けようとする理由 

 

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。 
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（第２面） 

建築主等の概要 

１ 建 築 主 

氏     名  

住     所  

電 話 番 号  

２ 代 理 者 

資     格      建築士      登録第       号 

氏     名  

建築士事務所名 
    建築士事務所    知事登録第     号 

 

所  在  地  

電 話 番 号  

３ 設 計 者 

資     格      建築士      登録第       号 

氏     名  

建築士事務所名 
    建築士事務所    知事登録第     号 

 

所  在  地  

電 話 番 号  

４ 工 事 監 理 者 

資     格      建築士      登録第       号 

氏     名  

建築士事務所名 
    建築士事務所    知事登録第     号 

 

所  在  地  

電 話 番 号  

５ 工 事 施 工 者 

氏     名  

営 業 所 名 
建設業の許可      第      号 

 

所  在  地  

電 話 番 号  

６ 備    考 

 

 

 

注１ ２欄は、建築主からの委任を受けて代理者が申請を行う場合に記入してください。併せて、委任状を提示す

るとともに、その写しを添付してください。 

２ ２欄、３欄、４欄および５欄は、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者が建築士事務所に属していると

きは、その名称を記入し、建築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者、設計者、工事監理

者の住所を記入してください。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 
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（第３面） 

建築物およびその敷地に関する事項 

１ 地 名 地 番  

２ 住 居 表 示  

３ 都市計画区域の 

内外の別 
□都市計画区域内   □都市計画区域外 

４ 敷 地 面 積                 ㎡ 

５ 主 要 用 途                

６ 工 事 種 別 □新築  □増築  □改築  □用途変更 

 申 請 部 分 申請以外の部分 合     計 

７ 建 築 面 積         ㎡         ㎡         ㎡ 

８ 延 べ 面 積         ㎡         ㎡         ㎡ 

９ 建 築 物 の 数 

申請に係る建築物の数  

同一敷地内の他の建築物 

の数 
 

10 敷地の想定水位 

 等 

敷 地 の 地 盤 面 の 高 さ             ｍ 

想 定 水 位             ｍ 

  申 請 に 係 る 建 築 物 他 の 建 築 物 

11 建築物の階数等 

階 数 
地上      階 

地下      階 

地上      階 

地下      階 

構 造        造  一部       造 

最も高い居室の床面の高

さ 
     ｍ       ｍ 

屋 上 の 高 さ      ｍ       ｍ 

12 工事着手予定年 

月日 
       年     月     日 

13 工事完了予定年 

月日 
       年     月     日 

14 その他必要な事 

項 

 

 

 

15 備     考 

 

 

 

注１ ２欄は、住居表示が定まっているときに記入してください。 

２ ３欄および６欄は、該当する□にレ印を記入してください。 

３ ９欄の建築物の数は、延べ面積が10平方メートルを超えるものについて記入してください。 

４ 11欄の屋上の高さの欄は、屋上がある場合に記入してください。 

５ 10欄および11欄に記載する地盤面の高さ、想定水位および高さについては、東京湾平均海面からの高さによ

り表記してください。 

６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 
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（第４面） 

建築物別概要 

１ 番     号  

２ 用     途  

３ 工 事 種 別 □新築  □増築  □改築  □用途変更 

４ 構     造          造   一部        造 

５ 階     数 
地 階 を 除 く 階 数          階 

地 階 の 階 数          階 

 階  の  別 申  請  部  分 
うち想定水位以上にある

居室の床面積 

６ 床  面  積 

         階         ㎡         ㎡ 

         階         ㎡         ㎡ 

         階         ㎡         ㎡ 

         階         ㎡         ㎡ 

         階         ㎡         ㎡ 

合      計         ㎡         ㎡ 

７ 屋 上 の 高 さ        ｍ 

８ その他必要な事 

項 

 

 

 

９ 備     考 

 

 

 

注１ この書類は、認定の申請をする建築物ごとに作成してください。 

２ １欄は、建築物の数が１のときは「１」と記入し、建築物の数が２以上のときは、認定の申請をする建築物

ごとに通し番号を付し、その番号を記入してください。 

３ ２欄は、用途をできるだけ具体的に記入してください。 

４ ３欄は、該当する□にレ印を記入してください。 

５ ６欄は、最上階から順に記入してください。 

６ ７欄は、屋上がある場合に記入してください。 

７ ７欄に記載する屋上の高さについては、東京湾平均海面からの高さにより表記してください。 

８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 
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（第５面） 

建築物の階別概要 

１ 番 号  

２  階             階  

３ 階 の 高 さ        ｍ 

４ 構 造         造    一部       造 

 具 体 的 な 用 途 の 名 称 床 面 積 床 面 の 高 さ 

５ 用 途 別 床 面 積 

          ㎡       ｍ 

          ㎡       ｍ 

          ㎡       ｍ 

          ㎡      ｍ 

          ㎡          ｍ 

          ㎡       ｍ 

６ その他必要な事項 

 

 

 

７ 備 考 

 

 

 

注１ この書類に記載すべき事項を別紙に明示して添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。 

２ この書類は、認定の申請をする建築物ごとの階のうち、想定水位以上にある階の階ごとに作成してください。 

３ ５欄は、用途をできるだけ具体的に記入し、それぞれの用途に供する部分の床面積および床面の高さを記入

してください。 

４ ３欄および５欄に記載する高さについては、東京湾平均海面からの高さにより表記してください。 

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 
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様式第３号（第12条関係） 

 

適用除外認定書 

第        号 

   年   月   日 

 

                様 

滋賀県知事      印 

 

                                  建築 

年  月  日付けで申請のあった浸水警戒区域における建築物の 建築の変更 の許可の適用除外について 

                                用途変更 

は、下記の条件を付けて認定します。 

 

記 

 

１ 適用除外の理由・条件等 

 

 

 

 

 

（注意）この認定書は、大切に保存してください。 

 

この処分に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第６条の規定により、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して60日以内に滋賀県知事に対して異議申立てをすることができます。 

また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に滋賀県を被告

として（滋賀県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。ただし、処分があったことを知った日

の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 不要の文字は、抹消すること。 

 ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。  
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様式第４号（第15条関係） 

浸水警戒区域建築（変更）許可証 

第        号 

    年   月   日 

               様 

滋賀県知事      印 

                                 建築 

年 月 日付けで申請のあった浸水警戒区域における建築物の 建築の変更 は、 

                                用途変更 

 

 滋賀県流域治水の推進に関する条例第14条第１項 

 滋賀県流域治水の推進に関する条例第17条第１項                      

 建築基準法第87条第２項において準用される滋賀県流域治水の推進に関する条例第14条第１項 

 建築基準法第87条第２項において準用される滋賀県流域治水の推進に関する条例第17条第１項 

 

下記の条件を付けて許可します。 

 

記 

１ 許可番号等 

(1) 許可番号  

(2) 地名地番  

(3) 建築物の用途  

２ 個別許可条件 

(1) 本件許可に係る建築物に係る滋賀県流域治水の推進に関する条例第19条第１項の規定による届出が必要な工程

は、次のとおりです。 

    （                                            ） 

    （                                            ） 

    （                                            ） 

(2)  

 

   

（注意）この許可証は、大切に保存してください。 

 

この処分に不服がある場合は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第６条の規定により、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して60日以内に滋賀県知事に対して異議申立てをすることができます。 

また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に滋賀県を被告

として（滋賀県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。ただし、処分があったことを知った日

の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 不要の文字は、抹消すること。 

 ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 

  

の規定により、 
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様式第５号（第17条関係） 

 

非該当用途変更届 

 

 

滋賀県流域治水の推進に関する条例第14条第１項の規定により許可を受けた建築物について住居の用

に供する建築物または社会福祉施設等の用途に供する建築物以外の建築物としたので、同条例第17条第

２項の規定により届け出ます。 

       年  月  日 

（宛先） 

  滋賀県知事  

届出者 

 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名（法人にあっては、名称および代表者の氏名） 

             ○印  

届 出 に 係 る 建 築 

地 名 地 番  

許 可 番 号           第        号 

許 可 年 月 日        年     月     日 

変 更 す る 事 項 

変 更 前 の 用 途  

変 更 後 の 用 途  

変 更 年 月 日        年     月     日 

備 考  

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。 
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様式第６号（第17条関係） 

軽微変更届 

（第１面） 

 

滋賀県流域治水の推進に関する条例第14条第１項の規定により許可を受けた建築物について軽微な変

更をしたので、同条例第17条第２項の規定により届け出ます。 

         年  月  日 

（宛先） 

  滋賀県知事  

届出者 

 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名（法人にあっては、名称および代表者の氏名） 

                ○印  

届 出 に 係 る 建 築 

地 名 地 番  

許 可 番 号           第        号 

許 可 年 月 日        年     月     日 

変 更 す る 事 項 

□(1) 建築主の氏名または住所（法人にあっては、法人の名称もしくは所在地または代

表者の氏名） 

□(2) 設計者、工事監理者もしくは工事施工者の氏名または名称および連絡先（滋賀県

流域治水の推進に関する条例第14条第１項の許可の申請をした後にこれらの者を

選定した場合における工事監理者および工事施工者を含む。） 

□(3) 建築物の敷地面積 

□(4) 建築物の階数（階数が増加する場合に限る。） 

□(5) 建築物の想定水位以上にある居室の床面または避難上有効な屋上の高さ（変更後

の高さが変更前の高さを超える場合に限る。） 

□(6) 建築物の想定水位以上にある居室の床面積または避難上有効な屋上の面積（変更

後の床面積または面積が変更前の床面積または面積を超える場合に限る。） 

□(7) 建築物の用途（建築基準法施行令第137条の17で指定する類似の用途相互間の変

更に限る。） 

□(8) 滋賀県流域治水の推進に関する条例第15条第１項第２号または第２項第２号の

規定に適合するものとして同条例第14条第１項の許可を受けた場合にあっては、同

一敷地内の他の建築物に係る(4)から(7)までに掲げる事項 

□(9) その他知事が認めた事項 

注１ 変更する事項の欄は、該当する□にレ印を記入してください。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 

３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。 
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（第２面） 

変更した内容 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。  
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様式第７号（第18条関係） 

 

指定工程完了届 

 

 

指定工程に係る工事を終えたので、滋賀県流域治水の推進に関する条例第19条第１項の規定により届

け出ます。 

       年  月  日 

（宛先） 

  滋賀県知事  

届出者 

 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名（法人にあっては、名称および代表者の氏名） 

             ○印  

１ 届出に係る建築の

概況 

地 名 地 番  

許 可 番 号           第        号 

許 可 年 月 日        年     月     日 

工 事 着 手 年 月 日        年     月     日 

完 了 し た 工 程  

工程に係る工事の完了

年月日 
       年     月     日 

２ その他必要な事項  

３ 備      考  

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。 
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様式第８号（第19条関係） 

 

工程調査適合証 

第        号 

     年   月   日 

 

                様 

滋賀県知事      印 

 

下記の工程は、滋賀県流域治水の推進に関する条例第19条第２項の規定による調査の結果、同条例第14条第１項ま

たは第17条第１項の規定による許可の内容のうち当該工程に係る部分に適合していることを証明する。 

 

記 

 

１ 許可番号          第      号 

 

２ 許可年月日          年  月  日 

 

３ 地名地番 

 

４ 対象となる工程 

（全 工程中の ） 

 

５ 調査年月日          年  月  日 

 

 

 

 

 

 

（注意）この工程調査適合証は、大切に保存してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。  
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様式第９号（第20条関係） 

工事廃止届 

 

滋賀県流域治水の推進に関する条例第14条第１項の規定による許可に係る建築物の工事を廃止したの

で、同条例第20条の規定により届け出ます。 

        年  月  日 

（宛先） 

  滋賀県知事  

届出者 

 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

 

氏名（法人にあっては、名称および代表者の氏名） 

              ○印  

１ 届出に係る建築の

概況 

地 名 地 番  

許 可 番 号           第        号 

許 可 年 月 日        年     月     日 

工 事 着 手 年 月 日        年     月     日 

２ 工事廃止年月日        年     月     日 

３ 工事を廃止した理

由 
 

４ その他必要な事項  

５ 備 考  

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。 
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様式第10号（第21条関係） 

（表） 

 8.6センチメートル 

 

身 分 証 明 書 

 

所 属 

 

職氏名 

 

 上記の者は、滋賀県流域治水の推進に関する条例第19条第２項および第22条に規定する職員である

ことを証明します。 

 

発行年月日 

 

滋賀県知事         印   

 

（裏） 

滋賀県流域治水の推進に関する条例（抜粋） 

（工程調査等） 

第19条 第14条第１項または第17条第１項の許可を受けた建築主は、当該許可に係る建築物の工事が

知事の指定する工程を含む場合において、当該工程に係る工事を終えたときは、その都度、速やか

に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 

２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その職員に当該届出に係る工事中の

建築物およびその敷地が第14条第１項または第17条第１項の規定による許可の内容に適合してい

るかどうかについて調査させ、その調査の結果、当該建築物およびその敷地が当該許可の内容に適

合していると認めたときは、規則で定めるところにより、工程調査適合証を交付しなければならな

い。 

（立入検査） 

第22条 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、建築物、建築物の敷地も

しくは建築工事場に立ち入らせ、建築物、建築物の敷地、設計図書その他建築物に関する工事に関

係がある物件を検査させ、または建築物の所有者等に対し必要な事項について質問させることがで

きる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければなら

ない。 

（身分証明書の提示等） 

第23条 第19条第２項および前条の規定により建築物、建築物の敷地または建築工事場に立ち入る職

員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

２ 第19条第２項および前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

 

 

 

 

  

5.4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 



26 平成 26年（2014年）3月 31 日 滋  賀  県  公  報 号外(7) 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


